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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のクリップアセンブリをアプリケータに連結可能であるとともに、前記第１のクリ
ップアセンブリが配置された後、第２のクリップアセンブリを配置するために前記第２の
クリップアセンブリを前記アプリケータに連結可能である、組織を把持するための再装填
可能なシステムであって、
　前記第１及び第２のクリップアセンブリの各々は、一対のクリップアームを含み、当該
クリップアームの近位端がヨークに接続され、前記第１及び第２のクリップアセンブリの
各々は、前記クリップアームの遠位端の間に標的組織を受け入れるために前記遠位端が互
いに離反するように付勢された組織受入姿勢と、組織把持姿勢との間で移行可能であり、
前記クリップアームが当該クリップアームを前記組織把持姿勢にロックするためのロック
機構を含み、前記ロック機構が、各クリップアームのそれぞれにおいて、対応する嵌合機
構を含み、前記一対のクリップアームのうちの第１のクリップアームは、前記第１のクリ
ップアームから前記一対のクリップアームのうちの第２のクリップアームに向かって延び
る雄ロック機構を含み、かつ、前記第２のクリップアームは、雌ロック機構を含み、前記
雄ロック機構と前記雌ロック機構とは、前記クリップアームを互いにロックするために互
いに係合可能であり、
　前記アプリケータは、スリーブと、前記スリーブを通って延びる制御部材とを含み、前
記スリーブは、近位端から遠位端まで延びるとともに、前記スリーブを通って延びるルー
メンを含み、前記制御部材は、近位端から遠位端まで延び、前記第１のクリップアセンブ
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リを前記組織受入姿勢と前記組織把持姿勢との間で移行させるために前記ヨークに着脱可
能に連結されるように構成され、前記クリップアームは、当該クリップアームが当該ルー
メン内に近位側に引き込まれた場合に前記ルーメンの表面によって前記組織把持姿勢に拘
束され、前記アプリケータは、当該アプリケータから前記第１のクリップアセンブリを解
放した後、前記第２のクリップアセンブリと着脱可能に連結されるように構成される、
　システム。
【請求項２】
　前記雄ロック機構は、前記雌ロック機構内に受け入れられるように変形可能である、請
求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記雌ロック機構は、前記雌ロック機構内に前記雄ロック機構を受け入れるように変形
可能である、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ロック機構は、前記一対のクリップアームのうちの第１のクリップアームに対向す
る長手方向の縁部から、前記一対のクリップアームのうちの第２のクリップアームに向か
って延びる一対のロック顎を含み、前記一対のロック顎は、把持端部を含み、前記把持端
部は、前記第２のクリップアーム上にスナップ留めされて、前記クリップアームを互いに
ロックするように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ヨークは、近位開口部から遠位空間まで延びる長手のスロットを含み、前記長手の
スロットは、前記制御部材の拡大遠位端が前記近位開口部を遠位側に通って前記遠位空間
に移動できるように変形可能な対向部によって画定される、請求項１－４のいずれか一項
に記載のシステム。
【請求項６】
　前記ヨークは、前記拡大遠位端によって前記ヨークに作用する力が所定の閾値を超えた
場合には、変形されるように構成される、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記クリップアームは、屈曲して前記一対のクリップアームを画定する単品の材料によ
って形成される、請求項１－６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１のクリップアセンブリを収容するためのカートリッジを更に備え、前記カート
リッジは、当該カートリッジに形成され、前記第１のクリップアセンブリを収容するため
の溝と、当該カートリッジの外部から当該カートリッジの内部に延びて前記溝と連通する
開口部とを含み、前記開口部は、前記アプリケータの遠位部を受け入れるような寸法及び
形状である、請求項１－７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９】
　前記アプリケータは、前記スリーブから近位側に延びる可撓性部材と、前記可撓性部材
の近位端に接続されたハンドル部材と、前記ハンドル部材に連結され、前記第１のクリッ
プアセンブリを前記組織受入姿勢と前記組織把持姿勢との間で移行させるためのアクチュ
エータとを含む、請求項１－８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ハンドル部材は、当該ハンドル部材から延びて前記アクチュエータと中継して、前
記スリーブに対する前記制御部材の前記遠位端の位置に関係する触覚フィードバックを使
用者に提供する突起を含む、請求項９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、組織を処置するためのシステムおよびクリップアセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　胃腸（ＧＩ：ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ）系、胆道系、血管系、並びに他の体
腔及び中空器官の諸病理は、内視鏡処置によって治療されることが多く、その多くは、内
出血を制御するために止血を必要とする。止血クリップは、創傷の周囲の組織を把持する
自然治癒プロセスによって創傷を恒久的に閉じるために、創傷の縁部を一時的に結合する
。特殊な内視鏡クリッピング装置が体内の所望の位置にクリップを送達するために用いら
れ、その後、クリップ送達装置が抜き取られ、クリップは、体内に残る。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明は、クリップアセンブリと、アプリケータとを備える、組織を治療するためのシ
ステムに関する。クリップアセンブリは、一対のクリップアームを含み、当該クリップア
ームの近位端は、ヨークに接続される。クリップアセンブリは、クリップアームの遠位端
の間に標的組織を受け入れるために遠位端が互いに離反する、付勢された組織受入姿勢と
、組織把持姿勢との間で移行可能である。クリップアームは、当該クリップアームを組織
把持姿勢にロックするためのロック機構を含む。アプリケータは、スリーブと、スリーブ
を通って延びる制御部材とを含む。スリーブは、近位端から遠位端まで延びるとともに、
スリーブを通って延びるルーメンを含む。制御部材は、近位端から遠位端まで延び、クリ
ップアセンブリを組織受入姿勢と組織把持姿勢との間で移行させるためにヨークに着脱可
能に連結されるように構成される。クリップアームは、当該クリップアームが当該ルーメ
ン内に近位側に引き込まれた場合にルーメンの表面によって組織把持姿勢に拘束される。
【０００４】
　一態様において、ロック機構は、各クリップアームのそれぞれにおいて、対応する嵌合
機構を含み得る。
　一態様において、一対のクリップアームのうちの第１のクリップアームは、第１のクリ
ップアームから一対のクリップアームのうちの第２のクリップアームに向かって延びる雄
ロック機構を含み得、かつ、第２のクリップアームは、雌ロック機構を含む。
【０００５】
　一態様において、雄ロック機構は、雌ロック機構内に受け入れられるように変形可能で
あり得る。
　一態様において、雌ロック機構は、雌ロック機構内に雄ロック機構を受け入れるように
変形可能であり得る。
【０００６】
　一態様において、ロック機構は、一対のクリップアームのうちの第１のクリップアーム
に対向する長手方向の縁部から、一対のクリップアームのうちの第２のクリップアームに
向かって延びる一対のロック顎を含み得、一対のロック顎は、把持端部を含み、把持端部
は、第２のクリップアーム上にスナップ留めされて、クリップアームを互いにロックする
ように構成される。
【０００７】
　一態様において、ヨークは、近位開口部から遠位空間まで延びる長手のスロットを含み
得、長手のスロットは、制御部材の拡大遠位端が近位開口部を遠位側に通って遠位空間に
移動できるように変形可能な対向部によって画定される。
【０００８】
　一態様において、ヨークは、拡大遠位端によってヨークに作用する力が所定の閾値を超
えた場合には、変形されるように構成され得る。
　一態様において、クリップアームは、屈曲して一対のクリップアームを画定する単品の
材料によって形成され得る。
【０００９】
　一態様において、システムは、クリップアセンブリを収容するためのカートリッジを更
に備え得、カートリッジは、当該カートリッジに形成され、クリップアセンブリを収容す
るための溝と、カートリッジの外部からカートリッジの内部に延びて溝と連通する開口部
であって、アプリケータの遠位部を受け入れるような寸法及び形状である、前記開口部と
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を含む。
【００１０】
　一態様において、アプリケータは、ロックスリーブから近位側に延びる可撓性部材と、
可撓性部材の近位端に接続されたハンドル部材と、ハンドル部材に連結され、クリップア
センブリを組織受入姿勢と組織把持姿勢との間で移行させるためのアクチュエータとを含
み得る。
【００１１】
　一態様において、ハンドル部材は、ハンドル部材から延びてアクチュエータと中継して
、スリーブに対する制御部材の遠位端の位置に関係する触覚フィードバックを使用者に提
供する突起を含み得る。
【００１２】
　本発明は、一対のクリップアームとヨークとを備えるクリップアセンブリに関するもの
でもある。クリップアームは、当該クリップアームの遠位端の間に標的組織を受け入れる
ために、クリップアームの遠位端が互いに離反する、付勢された組織受入姿勢と、クリッ
プアームの遠位端が互いに向かって引き込まれて、クリップアームの遠位端の間に標的組
織を把持する、組織把持姿勢との間で移行可能である。クリップアームは、当該クリップ
アームを組織把持姿勢にロックするためのロック機構を含む。ヨークは、クリップアーム
の近位端に接続される。ヨークは、クリップアームに係合する遠位部と、アプリケータの
制御部材に着脱可能に係合するように構成された近位部とを含み、前記近位部は、近位開
口部から遠位空間まで延びるスロットを画定する対向部を含み、遠位空間は、その遠位空
間内に制御部材の遠位端を保持するような寸法及び形状である。
【００１３】
　一態様において、一対のクリップアームのうちの第１のクリップアームは、第１のクリ
ップアームから一対のクリップアームのうちの第２のクリップアームに向かって延びる雄
ロック機構を含み得、かつ、第２のクリップアームは、雌ロック機構を含み、雄ロック機
構と雌ロック機構とは、クリップアームを互いにロックするために互いに係合可能であり
、雄ロック機構と雌ロック機構の一方は、雄ロック機構と雌ロック機構の他方に係合する
ために変形可能である。
【００１４】
　一態様において、ロック機構は、一対のクリップアームのうちの第１のクリップアーム
に対向する長手方向の縁部から、一対のクリップアームのうちの第２のクリップアームに
向かって延びる一対のロック顎を含み得、一対のロック顎は、把持端部を含み、把持端部
は、一対のクリップアームのうちの第２のクリップアーム上にスナップ留めされて、クリ
ップアームを互いにロックするように構成される。
【００１５】
　本発明は、組織を処置するための方法に関するものでもある。該方法は、アプリケータ
の制御部材の拡大遠位端を、第１のクリップアセンブリのクリップアームの近位端にある
ヨークのソケット内に押し込むことにより、該ヨークに制御部材を連結することによって
アプリケータに第１のクリップアセンブリを装填する工程と、内視鏡の作業チャネルを経
由して生体内の標的部位に装填済みのクリップアセンブリを挿入する工程と、必要に応じ
て標的組織が遠位端間に把持されるまで制御部材をスリーブに対して長手方向に相対移動
させることにより、両クリップアームの遠位端が互いに離反する開姿勢と両クリップアー
ムの遠位端が互いに引き合う閉姿勢との間で第１のクリップアセンブリを移行させる工程
であって、クリップアームは、当該クリップアームがスリーブ内に近位側に引き込まれる
とスリーブの内部表面によって閉姿勢に拘束される、前記移行させる工程と、第１のクリ
ップアームと第２のクリップアームとがそのロック機構によって互いに係合するまで、制
御部材を更に近位側に引き込むことにより、クリップアームを閉姿勢にロックする工程と
、ヨークが肩部を越えて近位側に移動しないようにするために、ヨークがスリーブのルー
メン内の肩部に接するまで、制御部材をロックスリーブに対して更に一層、相対的に近位
側に引き込むことにより、アプリケータから第１のクリップアセンブリを解放する工程で
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あって、制御部材によってヨークに作用される近位側への力は、制御部材がヨークから離
脱されてクリップアセンブリをアプリケータから解放するように所定の閾値を超える、前
記解放する工程とを備える。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の例示的な実施形態によるシステムの斜視図を示す。
【図２】図１のシステムによる遠位部の側面図を示す。
【図３】図１のシステムによるアプリケータの側面図を示す。
【図４】図３のアプリケータの遠位部の側面図を示す。
【図５】図４の遠位部の縦断面図を示す。
【図６】図３のアプリケータの一部分の斜視図を示す。
【図７】図６のアプリケータの一部分の縦断面図を示す。
【図８】図１のシステムによるクリップアセンブリの斜視図を示す。
【図９】組み立てられていない構成の図８のクリップアセンブリの斜視図を示す。
【図１０】組み立てられている際の図８のクリップアセンブリの斜視図を示す。
【図１１】組み立てられた構成の図８のクリップアセンブリの斜視図を示す。
【図１２】図１のシステムによるクリップアセンブリ及びカートリッジの斜視図を示す。
【図１３】図１２のクリップアセンブリ及びカートリッジの上面図を示す。
【図１４】開姿勢における、本発明の別の例示的な実施形態によるクリップアセンブリの
斜視図を示す。
【図１５】閉姿勢にロックされた図１４のクリップアセンブリの斜視図を示す。
【図１６】開姿勢における、本発明の更に別の例示的な実施形態によるクリップアセンブ
リの斜視図を示す。
【図１７】閉姿勢にロックされた図１６のクリップアセンブリの斜視図を示す。
【図１８】図１６のクリップアセンブリのロック機構の拡大斜視図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、同一の要素が同一の参照番号で参照される以下の説明及び添付の図面を参照
すると更に理解され得る。本発明は、クリッピングシステムに関し、特に再装填可能な内
視鏡クリッピングシステムに関する。本発明の例示的な実施形態は、内視鏡による処置前
にアプリケータアセンブリの遠位端に装填され得るクリップアセンブリについて記載する
。クリップが体内の所望の標的領域に配置されると、アプリケータアセンブリに新たなク
リップが再装填され得る。特に、クリップアセンブリは、一対のクリップアームを含み、
一対のクリップアームの近位端は、アプリケータの制御部材の遠位端に着脱可能に係合す
るように構成されるヨークに接続される。各クリップアームは、それぞれが対応するロッ
ク機構を含んでおり、クリップアームを組織把持姿勢にロックすることが所望される場合
、クリップアームは、対応するロック機構が互いに係合するまで、それぞれ引き込まれ得
る。クリップアームがロックされると、所定の閾値を超える近位側への力が制御部材に作
用され得、制御部材がヨークから離脱され、制御部材が新たなクリップアセンブリに連結
され得る。用語「近位」及び「遠位」は、本明細書で使用する場合、装置の使用者に向か
う方向（近位）及び装置の使用者から離反する方向（遠位）を意味するものであることに
留意されたい。
【００１８】
　図１－図１３に示すように、本発明の例示的な実施形態によるシステム１００は、クリ
ップアセンブリ１０２と、アプリケータ１０４と、カートリッジ１０６とを含む。図１－
図２に示すように、クリップアセンブリ１０２は、標的組織のクリッピングのために、生
体にシステム１００を挿入する前にアプリケータ１０４の遠位部に装填可能である。アプ
リケータ１０４は、生体内にクリップアセンブリ１０２を配置した後、アプリケータ１０
４に新たなクリップアセンブリ１０２を装填できるように構成されているため、同一のア
プリケータ１０４は、生体内の標的組織の第２の部分に新たなクリップアセンブリ１０２
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を送達するために使用され得る。この実施形態による各クリップアセンブリ１０２は、カ
ートリッジ１０６内に格納され、アプリケータ１０４へのクリップアセンブリ１０２の装
填を容易にする。特に、アプリケータ１０４は、その遠位端にあるスリーブ１０８と、ス
リーブ１０８を通って延びる制御部材１１０とを含む。クリップアセンブリ１０２は、一
対のクリップアーム１１２を含み、一対のクリップアーム１１２は、制御部材１１０の遠
位端１１８に着脱可能に係合するように構成されたヨーク１１６に接続される近位端１４
４を含む。クリップアセンブリ１０２が制御部材１１０に接続されると、クリップアセン
ブリ１０２は、クリップアーム１１２をスリーブ１０８に対して相対移動させることによ
り、組織受入姿勢と組織把持姿勢との間で移行され得る。
【００１９】
　図３－図７に示すように、アプリケータ１０４は、スリーブ１０８と、スリーブ１０８
から近位側に延びる可撓性部材１２０と、スリーブ１０８及び可撓性部材１２０を通って
延びる制御部材１１０とを含む。可撓性部材１２０の近位端は、ハンドル部材１２２に接
続されており、ハンドル部材１２２は、例えばスプール１２４などのアクチュエータを含
む。該アクチュエータは、ハンドル部材１２２に連結される。一例では、スプール１２４
は、制御部材１１０の近位端１２６に接続され、クリップアセンブリ１０２がアプリケー
タ１０４に装填されると、スプール１２４は、ハンドル部材１２２上を長手方向に摺動し
、クリップアセンブリ１０２は、組織受入姿勢と組織把持姿勢との間で移行し得る。具体
的には、以下に更に詳細に記載するように、スプール１２４がハンドル部材１２２上を摺
動すると、制御部材１１０及びしたがってクリップアセンブリ１０２がスリーブ１０８に
対して相対的に動き、クリップアセンブリ１０２は、組織受入姿勢と組織把持姿勢との間
で移行する。
【００２０】
　一実施形態では、図６－図７に示すように、ハンドル部材１２２は、位置決め機構１２
８を含み、位置決め機構１２８は、スプール１２４と接続して、スリーブ１０８に対する
ヨーク１１６の位置に関係する触覚フィードバックをシステム１００の使用者に提供する
。一例では、位置決め機構１２８は、当該位置決め機構１２８の外部表面から側方外側に
延びる変形可能な突起を含む。突起は、スプール１２４に作用する力が所定の閾値を超え
るとスプール１２４が突起を乗り越えて摺動し得るように変形可能である。以下に更に詳
細に記載するように、クリップアセンブリ１０２の初期装填中、スプール１２４は、突起
を乗り越えて摺動し得る。しかしながら、スプール１２４の遠位表面１３０が突起の一部
分に当接すると、位置決め機構１２８は、ヨーク１１６がスリーブ１０８を越えて遠位側
に完全に延びることなくスリーブ１０８の最遠位位置にあることを表す触覚フィードバッ
クを使用者に提供する。換言すると、クリップアセンブリ１０２は、スリーブ１０８から
完全に延出する（例えば、スリーブ１０８から離脱される）ことなく最大開姿勢にある。
【００２１】
　可撓性部材１２０は、ワイヤのコイルとして形成され得、制御部材１１０は、該ワイヤ
のコイルを通って遠位端１１８から近位端１２６まで延びる。当業者に理解されるように
、ワイヤのコイルは、生体の蛇行路でも通過するほどの十分な可撓性を有することが好ま
しく、この実施形態では、内視鏡又は他の挿入装置の作業チャネルを通過することができ
るほどの寸法及び形状である。可撓性部材１２０は、ワイヤのコイルとして図示及び記載
されているが、クリップアセンブリ１０２が制御部材１１０にかける張力に抗するのに十
分な圧縮力を可撓性部材１２０が提供できる限り、任意の他の適切な可撓性構造体を用い
得ることが当業者によって理解されるであろう。アプリケータ１０４は、スプール１２４
を含むものとして記載されているが、アプリケータ１０４は、制御部材１１０を移動させ
てクリップアーム１１２の動きを制御するために様々な作動機構のいずれのものも含み得
る。
【００２２】
　制御部材１１０は、ヨーク１１６に着脱可能に連結可能な遠位端１１８から、スプール
１２４に接続された近位端１２６まで延びる。遠位端１１８は、ヨーク１１６の対応する
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機構に着脱可能に連結されるような寸法及び形状である。一実施形態では、遠位端１１８
は、ヨーク１１６の対応する形状のソケット内に受け入れられる拡大したボールの形状で
あり得る。しかしながら、当業者であれば、遠位端１１８がヨーク１１６と着脱可能に連
結可能である限り、遠位端１１８は、種々の形状及び寸法のいずれも有し得ることを理解
するであろう。
【００２３】
　スリーブ１０８は、可撓性部材１２０の遠位端１３４に接続された近位端１３２から遠
位端１３６まで長手方向に延びるとともに、スリーブ１０８を通って延びるルーメン１３
８を含む。ルーメン１３８は、当該ルーメン１３８内にクリップアセンブリ１０２の少な
くとも一部分を受け入れるような寸法及び形状であり得る。ルーメン１３８は、その近位
部に沿って肩部１７６を含み、肩部１７６は、その近位側におけるルーメン１３８の断面
積を減少させ、それにより、ヨーク１１６は、肩部１７６を越えて近位側に通過すること
を妨げられる。スリーブ１０８は、可撓性部材１２０の遠位端１３４に取り付けられるハ
イポチューブとして構成され得る。スリーブ１０８は、その可撓性を増加させるためにレ
ーザー切断され得る。例えば、スリーブ１０８は、スリーブ１０８がその長さに沿って曲
げられ得るように、スリーブ１０８に沿って螺旋状に延びる切れ目を含み得る。
【００２４】
　図８－図１１示すように、クリップアセンブリ１０２は、一対のクリップアーム１１２
を含み、一対のクリップアーム１１２の近位端１４４は、ヨーク１１６に接続される。一
実施形態では、一対のクリップアーム１１２は、中心箇所１４６で半分に屈曲して２つの
クリップアーム１１２を形成する単品の材料１４２で形成される。ヨーク１１６は、２つ
のクリップアーム１１２を形成する材料の屈曲箇所（例えば、中心箇所１４６）において
単品の材料に接続され得る。一例では、図９－図１１に示すように、材料１４２は、中心
箇所１４６を貫通して、長手沿いに延びる長さのあるスロット１４４を含む。クリップア
センブリ１０２の製造プロセス中、ヨーク１１６のロック用ロッド１４８は、ロック用ロ
ッド１４８がクリップアーム１１２の近位端１４４間に受け入れられるように長尺状のス
ロット１４４を通して挿入され得る。挿入されると、ロック用ロッド１４８は、クリップ
アーム１１２の材料１４２に対してヨーク１１６をロックするために回転され得る。クリ
ップアーム１１２は、単品の材料１４２で形成されるものとして記載及び図示されている
が、別の実施形態では、一対のクリップアーム１１２は、ヨーク１１６によって互いに接
続される、２つの別体の材料によって形成され得る。
【００２５】
　この実施形態のクリップアーム１１２は、スリーブ１０８内に引き込まれていない場合
には、当該クリップアーム１１２の遠位端１４０が組織受入開姿勢に互いに離反するよう
に付勢される。スリーブ１０８内に引き込まれると、スリーブ１０８は、クリップアーム
１１２を拘束し、遠位端１４０同士を組織把持閉姿勢に保持する。ヨーク１１６は、クリ
ップアーム１１２を組織受入姿勢と組織把持姿勢との間で移行させるために、スリーブ１
０８のルーメン１３８の内部において長手方向に摺動可能である。クリップアーム１１２
のそれぞれの遠位端１４０は、遠位端１４０間における標的組織の把持を容易にするため
に、クリップアーム１１２の相手方の遠位端１４０に向かって側方内側に突出し得る。遠
位端１４０は、例えば、歯及び／又は突起などの他の把持機構を更に含み得る。
【００２６】
　両クリップアーム１１２は、当該クリップアーム１１２を組織把持閉姿勢にロックする
ためにそれぞれと対応する雄ロック機構１５０、雌ロック機構１５２を含む。一実施形態
では、両クリップアーム１１２のうちの第１のクリップアームは、雄ロック機構１５０を
含む一方、両クリップアーム１１２のうちの第２のクリップアームは、雌ロック機構１５
２を含む。特に、雄ロック機構１５０は、両クリップアーム１１２のうちの第１のクリッ
プアームから両クリップアーム１１２のうちの第２のクリップアームに向かって延びると
ともに、一対のプロング１５４を含み、一対のプロング１５４は、当該一対のプロング１
５４から側方外側に延びるロック用タブ１５５を含む。雌ロック機構１５２は、クリップ
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アーム１１２のうちの第２のクリップアームの側方に延びる開口部１５６を含む。開口部
１５６は、開口部１５６内に一対のプロング１５４を受け入れることができるような寸法
及び形状である。一対のプロング１５４は、開口部１５６にロック用タブ１５５を通すた
めに変形可能である（即ちそれぞれに向かって動くことができる）。ロック用タブ１５５
が開口部１５６を通過すると、一対のプロング１５４は、それらの元の姿勢に戻り、開口
部１５６内の雄ロック機構１５０をロックする。ロック用タブ１５５は、ロック用タブ１
５５を開口部１５６内に一方向に（即ちロックされる姿勢に）挿通するように構成され得
る一方、ロック用タブ１５５を開口部１５６から反対方向に抜けないように構成される。
例えば、両クリップアーム１１２のうちの第１のクリップアームとは逆に面しているロッ
ク用タブ１５４の表面は、角度をなしているか又は湾曲している一方、両クリップアーム
１１２のうちの第１のクリップアームの方に面しているロック用タブ１５４の表面は、実
質的に平らである。したがって、ロック用タブ１５５が開口部１５６を挿通すると、ロッ
ク用タブ１５４の平らな表面は、両クリップアーム１１２のうちの第２のクリップアーム
に係合し、クリップアーム１１２を互いに組織把持姿勢にロックする。雄ロック機構１５
０及び雌ロック機構１５２は、一対のクリップアーム１１２が所定の閾値を超える距離だ
けそれぞれ引き込まれたときにのみ互いに係合するように特に構成される。したがって、
クリップアセンブリ１０２を組織把持姿勢にロックする前に、一対のクリップアーム１１
２は、必要に応じて組織受入姿勢と組織把持姿勢との間で複数回移行され得る。
【００２７】
　ヨーク１１６は、その遠位端にあるロック用ロッド１４８と、ロック用ロッド１４８か
ら近位側に延びて、制御部材１１０の遠位端１１８をその中に受け入れる近位部１５８と
を含む。近位部１５８は、制御部材１１０の遠位端１１８を受け入れるために拡がること
ができる２つの対向部１６２によって画定される長手のスロット１６０を含む。長手のス
ロット１６０は、近位開口部１６４から、遠位端１１８を受け入れるような寸法及び形状
の空間１６６まで延びる。一例示的な実施形態では、遠位端１１８は、空間１６６の対応
する寸法及び形状のソケット内に受け入れられるボールとして構成され得る。スロット１
６０の近位開口部１６４は、空間１６６の断面積よりも小さい断面積（例えば、直径）を
有する。両対向部１６２は、制御部材１１０の遠位端１１８を受け入れるために拡がって
互いに向かって付勢され得る。したがって、遠位端１１８が遠位側に空間１６６内に入る
と、遠位端１１８が空間１６６内にロックされ、制御部材１１０がヨーク１１６に連結さ
れるように、近位部１５８の両対向部１６２は、弾性復帰する。以上のように、スリーブ
１０８に対する制御部材１１０の長手方向の相対的な動きは、クリップアーム１１２の動
きを組織受入姿勢と組織把持姿勢との間で制御し得る。
【００２８】
　この実施形態によれば、制御部材１１０の遠位端１１８は、近位開口部１６４を通って
ヨーク１１６の近位部１５８に挿入され得る。制御部材１１０がヨーク１１６内に所定の
閾値を超えて遠位側に押されると、長手のスロット１６０の近位開口部１６４が変形し、
遠位端１１８は、近位開口部１６４を通過して空間１６６内に入る。一実施形態では、長
手のスロット１６０を画定する対向部１６２は、遠位端１１８が近位開口部１６４を通過
して空間１６６に入るために互いに離反され得る。遠位端１１８が空間１６６内に受け入
れられると、長手のスロット１６０は、その元の寸法に戻り、その中に制御部材１１０の
遠位端１１８を保持する。
【００２９】
　図１２－図１３に示すように、クリップアセンブリ１０２は、アプリケータ１０４に装
填される前に、例えば、基部１６８と蓋１７０とを備える格納容器として構成され得るカ
ートリッジ１０６内に格納される。基部１６８と蓋１７０は、クリップアセンブリ１０２
がこれらの中に確実に格納され得るように基部１６８と蓋１７０とを互いに連結するため
の機構を含む。一実施形態では、基部１６８及び蓋１７０のそれぞれは、溝１７２を含み
、溝１７２は、基部１６８と蓋１７０とが互いに組み付けられるとクリップアセンブリ１
０２を収容するための空間を形成する。クリップアセンブリ１０２は、組付け済のカート
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リッジ１０６内に組織受入姿勢で格納され得る。組付け済の基部１６８と蓋１７０とは、
溝１７２と連通した近位開口部１７４を含み得、該近位開口部１７４を介して、アプリケ
ータ１０４にクリップアセンブリ１０２を装填するために、カートリッジ１０６内にアプ
リケータ１０４の遠位部（例えば、制御部材１１０の遠位端１１８及びスリーブ１０８の
遠位端１３６）を挿入し得る。制御部材１１０の遠位端１１８がクリップアセンブリ１０
２のヨーク１１６に連結されると、クリップアセンブリ１０２は、カートリッジ１０６か
らクリップアセンブリ１０２を取り出すために組織把持姿勢に引き出され得る。
【００３０】
　カートリッジ１０６内に収容されたクリップアセンブリ１０２をアプリケータ１０４に
装填するための例示的な方法は、カートリッジ１０６の近位開口部１７４を介して制御部
材１１０及び／又はアプリケータ１０４のスリーブ１０８を挿入する工程を備える。例え
ば、ヨーク１１６に抗する遠位端１１８の遠位側への力が所定の閾値を超えて、ヨーク１
１６のスロット１６０の近位開口部１６４を変形させ、遠位端１１８が近位開口部１６４
を通過してヨーク１１６の空間１６６に入ることを可能にするまで、ヨーク１１６に抗し
てスプール１２４を遠位側に移動させることにより、制御部材１１０の遠位端１１８は、
カートリッジ１０６に対して動かされる。遠位端１１８がスリーブ１０８の遠位側に移動
するにつれて、スプール１２４は、ハンドル部材１２２の位置決め機構１２８を越えて遠
位側に摺動し得、制御部材１１０の遠位端１１８がスリーブ１０８の遠位端１３６を越え
て遠位側に延び、ヨーク１１６に連結されたという触覚フィードバックを使用者に提供す
る。遠位端１１８が空間１６６内に受け入れられると、ヨーク１１６は、その元の形状に
戻り、遠位端１１８をヨーク１１６内に保持する。ヨーク１１６と制御部材１１０との連
結時に、クリップアセンブリ１０２は、アプリケータ１０４に問題なく装填される。
【００３１】
　カートリッジ１０６から装填済みのクリップアセンブリ１０２を取り出すために、アプ
リケータ１０４のスリーブ１０８からクリップアーム１１２を近位側に引き込み、クリッ
プアーム１１２を組織把持姿勢に移行させる。スプール１２４は、スプール１２４が位置
決め機構１２８の近位側に引き込まれるまで、ハンドル部材１２２の近位側に引き込まれ
得る。上述のように、クリップアーム１１２がルーメン１３８内に引き込まれる際、クリ
ップアセンブリ１０２を組織把持姿勢に移行させるために、スリーブ１０８のルーメン１
３８の内部表面は、クリップアーム１１２を拘束する。クリップアセンブリ１０２は、そ
の後、開口部１７４を経由してカートリッジ１０６から引き出され得る。
【００３２】
　使用時、クリップアセンブリ１０２は、アプリケータ１０４に装填された後、内視鏡（
又は任意の他の挿入装置）の作業チャネルに挿入されて中を通り、（例えば、天然の体管
腔を経由して）体内のクリップ留めされるべき組織の標的部分に隣接する部位に挿入され
る。クリップアセンブリ１０２は、作業チャネル内の通過を容易にするために閉姿勢で標
的組織に挿入される。標的組織の部位に達すると、例えば、ハンドル部材１２２を越えて
遠位側にスプール１２４を摺動させることにより、クリップアセンブリ１０２は、作業チ
ャネルの遠位端から飛び出すとともに、クリップアーム１１２は、組織受入姿勢に移行す
るべく、アプリケータ１０４のスリーブ１０８から延出される。スプール１２４の遠位表
面１３０が位置決め機構１２８と当接し、触覚フィードバックが使用者に提供され、クリ
ップアーム１１２が最大開姿勢にあること、及び、スプール１２４をそれ以上遠位側に移
動させれば、ヨーク１１６がスリーブ１０８から遠位側に飛び出すことが感得される。
【００３３】
　クリップアーム１１２は、組織の標的部分がクリップアーム１１２の遠位端１４０間に
受け入れられるまで、必要に応じて組織受入姿勢と組織把持姿勢との間で繰り返し移行さ
れ得る。組織の標的部分がクリップアーム１１２間に受け入れられると、スリーブ１０８
に対して制御部材１１０を近位側に相対移動させることにより、クリップアセンブリ１０
２は、組織把持姿勢に移行する。組織の所望の部分（例えば、出血している創傷の両側の
組織の部分）がクリップアーム１１２間に把持されたことが確認されると、制御部材１１
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０は、（スプール１２４を介して）スリーブ１０８に対して相対的に近位側に更に引き込
まれ、クリップアセンブリ１０２を閉姿勢にロックする。即ち、雄ロック機構１５０と雌
ロック機構１５２とは互いに係合し、両クリップアーム１１２を互いにロックするまで、
両クリップアーム１１２は、スリーブ１０８内に更に近位側に引き込まれる。制御部材１
１０は、ヨーク１１６がスリーブ１０８のルーメン１３８の肩部１７６に衝合し、当接す
るまで、ロックスリーブ１０８に対して近位側に引き込まれる。肩部１７６は、継続的な
近位側への力が制御部材１１０に作用する間、ヨーク１１６が肩部１７６を越えて近位側
に移動することを規制する。制御部材１１０の遠位端１１８がヨーク１１６に所定の閾値
を超える力を作用させると、ヨーク１１６は、変形し（例えば、近位開口部１６４が拡が
り）、長手のスロット１６０から遠位端１１８を解放する。遠位端１１８がヨーク１１６
から解放されると、アプリケータ１０４は、生体から抜き取られ、クリップアセンブリ１
０２を体内の標的組織上に残し得る。必要に応じて、装置が、その後、組織の第２の部分
をクリップ留めするために使用され得るように、新たなクリップアセンブリ１０２は、そ
の後、上述と同様にアプリケータ１０４に装填される。このプロセスは、同一のアプリケ
ータ１０４を用いて必要又は所望に応じて何回でも繰り返され得る。
【００３４】
　図１４－図１５に示すように、別の例示的な実施形態によるクリップアセンブリ２０２
は、その近位端においてヨーク２１６に接続された一対のクリップアーム２１２を備えて
おり、クリップアセンブリ１０２に概ね同等であり得る。クリップアセンブリ２０２は、
上述のシステム１００に概ね同等の手法でアプリケータ１０４と併用され得る。クリップ
アセンブリ１０２と同様に、クリップアセンブリ２０２は、クリップアーム２１２を互い
にロックするための雄ロック機構２５０と対応する雌ロック機構２５２とを含む。雄ロッ
ク機構２５０が変形して雌ロック機構２５２の開口部２５６を通過するのではなく、開口
部２５６は、変形可能な材料２５７でライニングされ、変形可能な材料２５７が変形して
開口部２５６に雄ロック機構２５０のロック用タブ２５４を通す。ロック用タブ２５４が
開口部２５６を通過すると、開口部２５６の変形可能な材料２５７は、その元の形状に戻
り、開口部２５６内に雄ロック機構２５０を保持する。ロック用タブ２５４は、ロック用
タブ２５４を開口部２５６内に一方向に（即ちロックされた姿勢に）挿通するが、ロック
用タブ２５４を開口部２５６内に反対方向に抜けないような形状である。したがって、雄
ロック機構２５０と雌ロック機構２５２とが互いに係合してクリップアーム２１２を互い
にロックすると、雄ロック機構２５０と雌ロック機構２５２とは、容易に分離することが
できない。
【００３５】
　図１６－図１８に示すように、本発明の別の例示的な実施形態によるクリップアセンブ
リ３０２は、上述のクリップアセンブリ１０２、２０２に概ね同等であり得る。クリップ
アセンブリ３０２は、上述のシステム１００に概ね同等の手法でアプリケータ１０４と共
に用いられ得る。クリップアセンブリ３０２は、同様に、その近位端３１４においてヨー
ク３１６に接続された一対のクリップアーム３１２を備える。しかしながら、雄ロック機
構及び雌ロック機構ではなく、クリップアーム３１２のうちの第１のクリップアームは、
第１のクリップアームから延びる一対のロック顎３５０を含む。ロック顎３５０のそれぞ
れは、両クリップアーム３１２のうちの第１のクリップアームの長手方向の縁部３７８か
ら両クリップアーム３１２のうちの第２のクリップアームに向かって側方に延びる。ロッ
ク顎３５０のそれぞれは、対向する長手方向の縁部３７８から延びる。ロック顎３５０は
、両クリップアーム３１２のうちの第１のクリップアームから把持端部３５２に向かって
延び、把持端部３５２は、両クリップアーム３１２がロックされた姿勢に互いに引き込ま
れると、把持端部３５２が一対のクリップアームのうちの第２の一対のクリップアーム３
１２向側にスナップ留めされ、第２のクリップアーム３１２を把持し、クリップアーム３
１２を互いにロックするように互いに内向きに延びる。把持端部３５２は、ロック時に、
クリップアーム３１２をロックされた姿勢に互いに向かって移動させるが、把持端部３５
２がクリップアーム３１２のうちの第２のクリップアームを離反しないようにするような
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形状である。例えば、クリップアーム３１２のうちの第１のクリップアームとは逆に面し
ている把持端部３５２の第１の表面３５４は、湾曲し得るが、クリップアーム３１２のう
ちの第１のクリップアームに面する第２の表面３５６は、概ね平らである。
【００３６】
　クリップアセンブリ１０２、２０２、３０２は、特定のロック機構を含むものとして記
載されているが、当業者であれば、本発明のクリップアセンブリは、クリップアームを互
いにロックするための種々の対応する嵌合機構のいずれのものも含み得ることを理解する
であろう。
【００３７】
　当業者には、本発明の範囲から逸脱することなく、本発明に対する種々の改良形態がな
され得ることが自明であろう。
 

【図１】 【図２】
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